
令和 8年 5月 

 

骨塩定量検査報告書仕様変更のお知らせ 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度、令和8年度の診療報酬改定により骨塩定量検査の算定要件が変更されました。

これに伴い、報告書の仕様を変更させていただきますので、下記のとおりご案内申し上げます。 

敬白 

 

記 

 

■変 更 日     令和８年６月１日（月）受付分より 

 

■骨塩定量検査（ＤＩＰ法）の算定要件 

 

■検査報告書 

 上記算定要件の変更に伴い、検査報告書に次回検査日の目安月を印字しておりましたが、 

今後は空欄でのご報告とさせていただきます。 

 

※お問合せ先：029-837-2721 総合インフォメーション 

以上 

2026-Ａ-025 

新 旧 
検査の種類にかかわらず、患者１人につき１年に
１回に限り算定する。ただし、骨粗鬆症の治療を
開始した日から起算して１年以内の場合には、患
者１人につき４ケ月に１回に限り算定する。 

検査の種類にかかわらず、患者１人につき４ケ

月に１回に限り算定する。 

iOS用 Android用 

総合検査案内アプリは 

こちらから 

03KOHO
ｲﾝﾌｫ用


